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新型コロナウイルス感染症の PCR 検査に係る保険適用に関する取扱いについて 

 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、令和 2 年 3 月 6 日から保険適用となりました新型コロナウイルス感染症の PCR

検査につきましては、本会発第 1935 号（令和 2年 3月 13 日付）にて、ご通知申し上げ

ているところでありますが、従来の行政検査の他に今回の保険適用後の取扱いについて

は、下記のとおりとなりますので、貴会におかれましても本件についてご了知と引き続

きのご協力をお願い申し上げますとともに、貴会会員に対しましてもご周知賜りますよ

うようよろしくお願い申し上げます。 

また、参考までに宮城県における新型コロナウイルス感染症対応フローについては別

添資料 1、PCR 検査における保険適用前と保険適用後のフローについては別添資料 2 と

なっておりますので、併せてよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

①当面の間、院内感染防止及び検査の精度管理の観点から、帰国者・接触者外来及び

前者と同様の機能を有する医療機関として、宮城県並びに仙台市が認めた医療機関

（PCR 検査費用自己負担分に関する委託契約締結医療機関）のみが検査及び点数算

定が可能です。 

 

②上記①以外の医療機関については、検査及び算定が不可となりますので、患者から

新型コロナウイルス感染症に関する受診相談があった際には、これまでどおり帰国

者・接触者相談センター（保健所）へ相談を促し、相談センターで新型コロナウイ

ルス感染症の「疑い例」の定義に一致した場合には、帰国者・接触者外来等の医療

機関を受診するよう勧めることになっております。 








